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平成３１年第１回足寄町議会定例会議事録（第２号）
平成３１年３月１３日（水曜日）
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◎議事日程

日程第 １ 一般質問＜Ｐ３～Ｐ１３＞

日程第 ２ 議案第３８号 平成３０年度足寄町一般会計補正予算（第１７号）＜Ｐ１３
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Ｐ３５＞

日程第１５ 議案第５１号 平成３１年度足寄町介護保険特別会計予算＜Ｐ２８～Ｐ３

５＞

日程第１６ 議案第５２号 平成３１年度足寄町介護サービス事業特別会計予算＜Ｐ２８
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午前１０時００分 開議

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

６番前田秀夫君は、欠席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

ここで暫時休憩をいたします。

午前１０時０１分 休憩

午前１０時２１分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） ３

月８日に開催されました、議会運営委員会の

協議の結果を報告します。

本日３月１３日は、初めに一般質問を行い

ます。

次に、議案第３８号から議案第４６号まで

の補正予算について、提案理由の説明を受

け、即決で審議いたします。

次に、議案第４７号から議案第５６号まで

の新年度予算案の提案説明を受けた後、予算

審査特別委員会を設置し、会期中の審査とし

ます。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 一般質問

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 一般質問

を行います。

７番 田利正文君。

（７番田利正文君 登壇）

○７番（田利正文君） 議長の許可をいただ

きましたので、一般質問通告書に従って一般

質問を行います。

２点あります。

一つ目は、公衆浴場（温泉）の設置につい

てです。

安久津町長に対する最後の質問になると思

いますので、以前一般質問で「検討させても

らいたい」などの答弁があったものについ

て、その結果を聞いておきたいというふうに

思います。

まず１点目です。

旧足寄温泉が民間業者に買い取られてしば

らくたちますが、買い取られた方が営業する

のであれば、町としてできる限りの支援をし

たいという趣旨の答弁をしていたと思います

が、その後どのようになっているのか、経過

と結論を伺いたい。

自宅に風呂のない方がむすびれっじで入浴

されているわけですが、この暫定的取り組み

がいつまでも続けられるものではないと思い

ますが、現状と今後の見通しについて伺いま

す。

町民から寄せられる多くの意見は、ぜひ足

寄に温泉（公衆浴場）をつくってほしいとい

うものであります。こうした町民に応えるた

めに、公衆浴場の是非も含めどのような方

法、形であれば実現可能なのか、検討し結論

を出す必要があるのではないでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 田利議員の公衆浴

場（温泉）の設置についての一般質問にお答

えをいたします。

最初に、旧足寄温泉施設等を取得された方

が新たに営業するのであれば、町としてでき

る限りの支援をしたいとの答弁以後の経過と

結論についてでありますが、平成２９年第４

回定例会において、旧温泉施設等を取得され

た方から公衆浴場設置のお話があった際に

は、財政的支援を含め最大限の協力をしたい

と答弁をさせていただきました。この答弁以

後、旧温泉施設等を取得された方に対しまし

て、公衆浴場設置のお願いをするとともに、

施設建設の際には町として最大限の協力・支
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援をすることをお伝えをし、協議を進めてま

いりましたが、現時点では新たに公衆浴場を

設置し、営業する予定はないと伺っており、

町といたしましても大変苦慮しているところ

であります。

次に、公衆浴場の代替施設としてむすび

れっじを利用する暫定的取り組みの現状と今

後の見通しについてでありますが、平成２９

年１０月２６日から利用を開始して以来、現

在の利用者は５５人、これまでに延べ４,３

４５人、一日平均約１２名が利用されており

ます。

今後におきましても、今までお答えしてい

るとおり、町による公衆浴場の新設は大変難

しい状況にありますことから、当面、むすび

れっじの入浴施設の利用を継続してまいりた

いと考えております。

次に、公衆浴場の是非も含め、実現可能性

を検討し結論を出すべきでないかについてで

ありますが、公衆浴場の設置は少子高齢化社

会が到来する中、町の厳しい財政状況や将来

の財政負担等を考慮せざるを得ないことか

ら、民間事業者による施設の建設・維持・管

理・運営を第一義的に考えており、その際、

町は最大限の協力をさせていただくというこ

とであります。

今後も旧温泉施設を取得された方を含め、

民間事業者による設置・運営の可能性を探っ

てまいりたいと考えておりますので、御理解

賜りますようお願い申し上げ、田利議員の１

点目の一般質問に対する答弁とさせていただ

きます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

７番。

○７番（田利正文君） 今答弁いただいたわ

けですけれども、温泉施設つまり公衆浴場が

必要だという認識についてはどうでしょう

か、改めてしつこく聞くわけですけれども、

その認識については。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 先ほどのお答えし

たとおり、暫定的に利用していただいてます

むすびれっじの利用状況からいっても、やっ

ぱり公衆浴場、できることであればというよ

りもあったほうがいいというのには、これは

間違いないことだというふうに思ってます。

ましてや、温泉という貴重な、これがある

わけですから、何とか実現できればなと、こ

んなふうに思っているところであります。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 公衆浴場があったほ

うがいいという当然の答えがいただきまし

て、二つ目ですけれどもね。であれば、どん

な方法で実現することができるのかというと

ころだというふうに思うのですけれども、こ

れまで今町長の答弁書だけ見ると、細かい話

は余り触れてませんけれどもね、旧温泉施設

を取得された方、あるいはホテルをつくると

いうふうに言われた民間の事業者の方などと

もお話をされているようにも伺います。

それで、私自身も例えば町の中というふう

に限定をして、温泉の泉源が旧足寄温泉とそ

れから温水プールのところと二つあるわけで

すね、一番近いところで言えば。そこから

引っ張ってきて町の中で一番、どこになるか

わかりませんけれども、近いところでできな

いのかという話もいろいろ、話をいろいろな

ところにして聞いたみたのですね。そうする

と、引っ張るよりは掘ったほうが安いという

のですね、今はね。

それで掘っている、北海道で６６カ所だか

温泉を掘った経験のあるという事業者の方に

電話をしました。そうしたら札幌に専門の担

当者がいるので、札幌のそこに電話してくれ

と言われて、そこにも電話したのです。そう

したら今は机上のプランで大体の概算、数字

をはじけるのだそうですね。それで、例えば

足寄町の道の駅周辺ということで、北３条ぐ

らいというふうに特定して、それあたりで

掘ったら出るかどうかって、幾らかかるかと

いう試算をしてもらったのです。そうしたら

普通の場合は１メートル掘って１０万円とか

と言ってました。それと今回の場合聞いたと

ころによると、１,２００メートル掘ってガ
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スが出るということも前提に、それからポン

プでくみ上げなければならないという場合も

考えて、ポンプとガス抜きですね、二つも含

めて１億円でできますねという話をしまし

た。

その話を持っていろいろなところに行っ

て、建設業者の社長さんですとかね、あちこ

ち行って聞いたみたのですけれども、考え方

だと。どんなふうにすればできるかというこ

とでいろいろ知恵をお借りしたいといったの

ですけれども、いや、考え方でできないこと

はないんだよなという話をしていました。

今、町長の答弁の中にあるとおり、民間の

業者の方がということなのですね。そこのと

ころになると思うのですけれども、例えば旧

足寄温泉の場合は、年間キャンプ場が開いて

いるときですね、道外の方がいわばキャン

パーというのでしょうか、７００人以上来て

いたというふうに言ってます。それから、ト

ラックのドライバーの方があそこにとめて、

入浴してトラックの中で寝るだとかというよ

うなこともしていたというふうに聞いてます

ので、そんなことが可能な施設、場所、形態

などを含めて民間の業者の方がそういう施設

をつくる、あるいは町がつくるのか、そこら

はよくわかりませんけれども、主体は民間の

業者がやるということでね、そういう施設が

できないものかと。なおかつプラスさせても

らえれば、町外から来られた観光客の方がそ

こで入ってみたいと言われるような施設でな

ければだめだというふうに思うのですよね。

それからもう一つは、新しくホテルをつく

られる方が、ことしのお盆前には完成させた

いというふうに話をされておりました。子供

や孫たちが帰ってきて泊まるところがないと

言われないようにしたいというふうに言って

ましたので、そこに来られた方たちが足寄温

泉に入ってみたいなと言われるような施設で

あってほしいという思いがあるのです。

そんなことも含めて、今町長の答弁の中で

は民間業者の方による施設の建設・維持・管

理・運営を第一義的に考えているというふう

に言ってました。そのことを全面に据えて、

建設業者なり、あるいは商工会の方なり、そ

ういう有力者の方々に含めて、いろいろな話

がされているのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

議員仰せのとおり、民間の方が取得された

以降、この民間の方が取得する、すなわちど

なたか買い受けする方いませんか。中に入っ

ていた方、入っていただいた方もいらっしゃ

いますから、その方も通じて何とかできない

のかということで、これはもちろん取得した

方はもちろんですけれども、商工会長さんな

ども含めて町の中で何人かで共同出資でもい

いからできないのか。で、より具体的にはで

すよ。建設費にかかわるイニシャルコストに

ついても、町は議会とも相談させていただい

て最大の支援をしたいと。そして、取得した

方もいろいろの試算もしているのも事実なの

ですね。で、前の経営者の方からの経営の状

況、お客さんの入り方含めて大体の分析はさ

れているのです。

そうしますとね、これなかなか採算性のと

ころでいけば極めて難しいというふうに捉え

ていると。こういうお話もいただきましたか

ら、であれば、これも議会と相談させていた

だいて、運営費の部分、当然何人入れば、い

わゆる借入金で起こして施設をつくるとすれ

ば、償還財源が出るのかも含めてですね。

もっと言えば、実際にオープンして、お客さ

んの入り込みによってですよ、損益分岐点が

出るというふうに思うのですが、ここを下回

るような部分についてはですよ、イニシャル

コストプラス運営費の部分についても、町の

ほうで支援できないかということも議会とも

相談させてもらうという、そういう意向もお

示しをし、より具体的な協議をしてきている

のですが、現時点では先ほどお答えしたとお

り、よし、わかった、やるということには

なっていないということであります。

というのは、やっぱり先ほど議員は新しく
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温泉を掘ったら何ぼかかるんだということで

１億円ぐらい、まあ、その程度かなというふ

うに私も思ってます。今現在はもう温泉出て

るのですが、実はこの泉源も実は私も見に

いってますけれども、温泉出てから相当年数

もたっているのですね。今現在町が所有する

温泉、泉源は総合体育館、ケアハウス、それ

から農協の施設のあります農業用の泉源とい

うことで、実は町有の泉源３本持ってますけ

れども、それぞれこの間メンテナンスかけて

るのですよね。どうしても温泉ですからス

ケールもたまりますし、それから導水管のこ

の寿命といいますかね、これもあるのです

ね。体育館の例を上げますと、例えばわかり

やすく言いますと、１００ミリの導水管がも

ともと入ってたと。そしたらスケールついた

りいろいろなっているものですから、１００

ミリよりちょっと小さめの管をさらに入れ

て、そういうメンテナンスもやっているとい

うことなのですよね。

ですから、一つには仮に事業を立ち上げる

というときには、この泉源がいつまでもつの

か、あるいはメンテナンスに幾らかかるの

か。それから御案内のとおり、従来の施設は

もう相当老朽化がして全て取り壊しをしてい

るということですから、新たに建物をつくら

なくてはいけない。それから温泉というのは

普通の水と違って、なかなかやっかいなもの

でガスもかんでますし、それから普通の金属

であればすぐ腐食してしまうということもあ

りますから、ですから設備的にも相当お金が

かかるということです。ですから、新たに立

ち上げるとしたら、来るお客さんに、ああ、

いい温泉だね、こんな施設もあるねというこ

とで満足していただけるような施設というの

は、もちろん中身にもよるでしょうけれど

も、数億円のお金がかかるということですよ

ね。ですから、私はもう乱暴な言い方もさせ

てもらっているのですよ。極端なこと言え

ば、そんな立派な施設でなくてもいいからと

りあえずは、本当に町民の皆さん方が望んで

いる入浴できるような快適な、乱暴に言えば

プレハブでもいいのでないのかという、そこ

まで大胆なお話もさせていただいているので

すが、繰り返しになりますけれども、現時点

ではまだ、よし何とかやってみようというこ

とにはなってないということでありますか

ら、引き続きまたこの中に入っていただいた

方も通じながら、いろいろな方策を相談、

探っていきたいなと、こんなふうに思ってま

すので、御理解いただきたいというふうに思

います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 素人なものですか

ら、温泉というと当然掘らなくてはだめだと

いう思いがあったのですね。建物は仮につく

れたとしてもですよ、温泉を掘らなければ温

泉と言えないだろうと思って、それで温泉を

掘る業者に聞いたら１億円ということが来た

のですけれども、話をして、建設業者の経営

者の方とお話ししている中で、田利さん何も

掘ることないんだというのですね。帯広の温

泉施設だって、温泉と言ってるけれども実際

には運んでいるところだってあるんだよと言

うのですよ。だから温泉を運ぶためのタンク

ローリーを買って、それで１週間に１回運ぶ

のか、１カ月に何回か運ぶのか、それはわか

りませんけれども、運んでそして浴槽に入れ

ると。浴槽のほうでは循環させていればいい

のですよね。温度を下げないように、しかも

清潔さを保つために循環させているというシ

ステムもつくれるんだと。だから何もボーリ

ングをして掘らなければならないという発想

ではないんだよと言われて、なるほどと思っ

たのですよね。

だから、私が相談した、相談したというか

飛び込んでいって勝手に話し込んできた人な

のですけれども、例えば旧足寄温泉のところ

については実際に建物建てようと思ったら幾

らかかるかと思って試算したというのです

ね。１億円かかるというのだそうです、建物

だけで。それから新しくホテルつくられる方

が今は公衆浴場をつくらないと言ってました
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けれども、つくる場合には幾らかかるかと設

計業者に聞いてみたら、さらに１億円かかる

というのですね、大浴場つくるだけで。だけ

れども、ビジネスホテルだから浴場はつくら

なくていいんだというふうに落ちついたのだ

そうですけれどもね。

結局はその建物をどうするか、それから泉

源をどうするかというところ、もう少し詰め

ていくと可能性あるのでないかと、私、そん

な気してたのですね。例えば旧足寄温泉のと

ころ買われた方がね、あそこずっと沸いてい

るわけですよね。沸いてそのまま流れていっ

ているというふうに私は認識しているのです

けれども、違えば別ですけれどもね。であれ

ばそのお湯もったいないなと。そのお湯をそ

こを買った方が使わせてくれるというのであ

れば、ためておけるタンクというのですか。

週に１回なのかどうかわかりませんけれど

も、タンクローリーにくんでくるためにため

ておくタンクが必要だろうし、それを置かし

てくれるということが可能かどうかだとか。

あるいは、足寄町が持っている泉源の中で別

の公衆浴場をつくったときに、その泉源を使

えるだけの湯量があるのかどうかということ

ちょっとわかりませんけれども、あるのだと

すればそちらから持ってくるということも可

能性もあるでしょうしね。問題は建物と建物

を建てる場所などをどうするかということに

尽きるのかなという気がしたものですから

ね。そういう意味で本格的に町長があちこち

いろいろなところに行ってお話をして説得も

されたのだと思うのですけれども、やりた

い、あるいはやってもらえそうな人のところ

に行ってそういう話をして、場所も特定まで

して、この場所なら提供できるとか、あるい

は町有地であればここを提供できますだと

か、あるいは個人であれば、そこのところを

安く売っていただけるだとかという話まで

持っていけるという話が出てきたら、もう少

し話が進むのではないかなという気がするの

ですけれども、そんな虫のいい話というのは

なかなか行かないのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

なかなか私もいろいろな思いあるのです

が、これはなかなかそんな口で言うほど簡単

なものでないというふうに思ってます。実際

に今ビジネスホテルを建てるという方、これ

も実は話もしてます。これ、足寄温泉の話と

は別に、それ以前から計画があったときに、

では入浴施設、先ほど申し上げたとおり、総

合体育館に湯量ありますから、場合によって

はそこから、ただということになるかどうか

は、それは検討させてもらうけれども、運ぶ

という方法もあるよねという、そんな話、相

談もさせてもらいました。結果は議員が直接

お聞きになったとおり、やっぱり先ほど申し

上げたとおり、温泉設備をつくるということ

は相当のお金が投資をしなくてはいけないと

いうことですから、最終結論としてはそこは

つくらないという結論になったということで

あります。

ですから、いろいろな可能性を探るという

のは事実ではありますけれども、もういつも

何の施設でもそうですけれども、誰が何のた

めにどうやって運営していくのという、ここ

ですね、一番は。先ほどもお答えしたとお

り、ではこれ町がやれよと、町がやるべきで

はないかという御意見も実は私の耳にも聞こ

えているのですが、届いているのですが、こ

れは町の財政状況も含めて、それからほかの

町の、かつては第三セクターという形で民間

の方も出資をする、自治体も出資をする、そ

してこういう温泉施設やっている町村もあり

ます。今現在も何カ所かあります。ただ押し

なべてやはり経営状況からいきますと、赤字

が続いて第三セクター解消。そしてこの負債

をどう処理するのですかという、こういう状

況に陥っているというのは、これ全国的にも

そういう経験も含めてありますから、これは

やはり自治体が営業的なものというのは、私

は全面的に１００％しないとは言いませんけ

れども、やはりそこのところは極めて慎重に
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やっていかないと、ですからやっぱり可能で

あればともかく民間、民間主導で実際には事

業をやっていただく。それについては、繰り

返しになりますけれども、行政としても町と

しても最大限の支援を、議会とも相談をさせ

ていただいてやっていくというのが私はベス

トな、ベターな形だなと、こんなふうに思っ

ているということでございますので、御理解

いただきたいなというふうに思います。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） ちょっと欲張ってる

といいますか、ただ公衆浴場だけならば足寄

よりずっと上の、何て町でしたか、ちょっと

忘れましたけれども、小さい町で本州から来

られた方、女性の方が、廃棄された元公衆浴

場を復活させて、そして今も実際運営されて

いると。そのためにはもちろん燃料必要です

から、燃料はどうするのかといったら、地元

の人たちが自分の軽トラックで自分の山から

まきを運んできてくれるというふうにして、

公衆浴場が運営されているのだそうですね。

だから公衆浴場としてやるのであれば、町長

が言われたプレハブでもいいのでないかとい

う話ね、それならば可能だというふうに思う

のです。だけれどももうちょっと先を望むも

のですから、つまり足寄を通ってくる四十何

万といわれる観光客の方たちが、おお、いい

のあるねと。ここで言えば、上湧別のチュー

リップの湯でしょうか。あんな感じで寄って

みようかと言われるような建物、場所といい

ますかね、魅力といいますか、そんなものも

やっぱり必要だというふうに、つい高望みを

してしまうものですから、余計難しいのだと

思うのですけれどもね。そんなことも含め

て、難しいと言っているやつをね、あれなの

ですけれども。たまたま農村部回ってました

ら、上足寄、上螺湾になるのかな、あそこ

は、の方がぜひ欲しいんだという話をするの

ですね、温泉が、足寄にも。俺の場合は、そ

の方ですけれども、俺の場合は士幌緑風荘ま

で行っているというのですよ。ええと言った

のです。１時間以上かかりますよねと言った

らかかるというのですね。そこまでして行く

必要があるのだろうかと私思ったぐらいです

けれども、そういう人もやっぱりいらっしゃ

るのですよね、農村部にもね。だから町の中

にもやっぱり歩いてますと、高齢者の方が

やっぱりどうしてもやっぱり欲しいと。どこ

行っているかというと、本別のグランドホテ

ル、あるいは緑風荘に行っていると。地元の

阿寒温泉だとか芽登温泉にやっぱり行ってな

いのですね。そこの差がなぜなのかとちょっ

とわかりませんけれども。どっちみち多くの

町民の方が温泉、公衆浴場が欲しいと言って

いる点では間違いないというふうに思います

ので、それをどうやって実現していくかと

いったら、今度いろいろな場面で検討を引き

続きしていただきたいと思います。そして、

現町長が仮にいなくなっても、別の部署でき

ちんとそのことについて継続して調査検討し

てもらうということが可能なのかどうかと、

これもちょっと最後に聞いておきたいと思い

ますけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） それは町の資源、

これを有効活用をしていくべきだというふう

に思ってますし、それからもっと言えば、御

質問にもあったとおり、むすびれっじをいつ

まで使えるのですかということですね。もと

もとむすびれっじは利用者の方のためのあれ

ですから、緊急避難的に何とか指定管理で受

けていただいている福祉協議会のほうにお願

いをして、ともかく利用者とバッティングし

ないような形で時間帯を設定していただい

て、そしてむすびれっじの本来の機能を損な

うことのないように何とか協力してくれとい

うお願いをして、利用させていただいている

という、こういう現状ですから、そのことか

らとっても何も検討しないということには当

然ならないというふうに思ってます。どなた

が首長になろうと、もっと言えば町全体とし

て、町の活性化という視点からも、これはど

うあるべきか、どうしたら実現できるのか、

これは民間の方々、経済団体も含めて引き続
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きこれは検討していくべき事項だろうという

ふうに私は思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） わかりました。

今町長が言われたとおり、むすびれっじも

暫定的取り組みだということですから、いず

れ必要になる、必要な判断というか決断をし

なければならない時期が来るだろうと思いま

すし、そのための取り組みをしていかなけれ

ばならないと思います。そのときにぜひペ

レットボイラーも入れるですとか、あるいは

太陽光発電も使うだとかというようなことも

含めて、ぜひ検討していただきたいなという

ふうに思います。

次に移ります。

里見が丘公園の利活用について。

平成２９年１２月の定例会の中で、①生き

物の森の質問に対して、議員の意見も参考に

し、実施計画の中で検討していきたいと言っ

ていますが、検討の経緯と結果について伺い

たい。

②炭焼き小屋の設置・技術の継承につい

て、魅力ある取り組みと思いますので、その

点も前向きに検討させてもらいたいと言って

おりますが、その後の取り組みはどうなって

いるのでしょうか。

③ガイドの育成に関して、いろいろな資料

も必要となり、町として管理する役割がある

ので、少し時間をいただくことになるが、で

きるだけ早く資料整備などに取り組んでいき

たいと思いますということでしたが、この件

についてはどうなっているでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 里見が丘公園の利

活用についての一般質問にお答えをいたしま

す。

１点目の生き物の森についての検討の経緯

と結果についての御質問ですが、現在里見が

丘公園再整備につきましては、遊戯広場ゾー

ン等の整備を優先的に実施してきているた

め、出会いの森の実施設計作業にはいまだ

至っていない現状であります。

引き続き議員の御意見も参考にしながら、

今後の実施設計の中で検討させていただきた

いと考えております。

なお、里見が丘公園再整備事業につきまし

ては、これまで多くの町民の方々に御参加を

いただき、検討委員会議論を踏まえて、平成

２６年度に基本計画が策定されて以降、計画

に基づきながら公園施設のリニューアル整備

として、国の交付金を活用した財源計画を念

頭に順次整備を進めてきているところです

が、ここに来て当初計画時点から国庫交付金

の交付要件が変更となるなど、財源計画が大

幅に変更となり、事業の進捗に大きな影響を

及ぼしてきております。

このようなことから、計画期間の長期化も

視野に入れる一方で、優先的に進める整備

ゾーンや整備内容・財源計画等、再整備計画

の見直しを今後速やかに検討していく考えで

あります。

２点目の炭焼き小屋の設置・技術の継承に

つきましても同様に、これまで答弁させてい

ただいているとおり、議員の御意見も参考に

しながら、魅力ある取り組みの一つとして、

引き続き今後の実施設計の中で、町民の御意

見も伺いながら検討させていただきたいと考

えております。

３点目の里見が丘公園のガイドの人材育成

に関する経過と資料整備の取り組み状況につ

いての質問ですが、本町には商業的に自然ガ

イドを営んでいる事業体はありません。ま

た、資料整備等についても進んでおりません

が、里見が丘公園の利活用に結びつくボラン

ティアガイドの体系（システム）を構築でき

ないか等、道内の自治体の事例を参考にしな

がら、今後検討していく考えであります。

なお、集客や利用が見込まれる雌阿寒岳オ

ンネトー地区に関しては、平成２９年５月に

設立されたオンネトーの魅力創造委員会の中

で、ガイドの必要性やあり方、人材確保につ

いて検討してきており、平成３１年度は自然

公園等の視察研修を行う中で、ガイドのみな
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らずハード・ソフト両面でのより具体的な事

業化の検討を進めていくため、関連する補助

金を新年度予算に提案させていただいており

ます。

また、平成３１年度に地域おこし協力隊の

制度を活用し、雌阿寒岳オンネトー地域を中

心に、町内の観光資源の再発見と新たな産業

化について、地域とともに検討していくこと

で地域の活性化を図るため、地域おこし協力

隊１名を新年度予算に提案させていただいて

おります。

以上、御理解賜りますようお願い申し上

げ、里見が丘公園の利活用についての一般質

問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

７番。

○７番（田利正文君） まだ経過の途中とい

うふうに捉えていいのですね。

ですので、これ以上しつこく言う必要もあ

りませんが、確認をするという意味で、私の

思いだけちょっと伝えておきたいと思いま

す。実施計画の中で検討されるということで

すからね。

ここにいらっしゃる年代の皆さんであれば

多分子供のころ、川に行けばザリガニがいた

り、タニシがいたり、カラスガイがいたり、

あるいはトンボのヤゴがいたりというのを全

部見たことがあると思うのです。蛇がいたり

カエルがいたり。今の子供たちそれを見る機

会ないだろうというふうに思うのですよね。

めったに蛇やカエルに出会うこともないで

しょうし、その声も聞くこともないと思うの

です。それで生き物の森のところでそういう

自然環境が戻せるのだろうというふうに思う

のですね。それを、何というのでしょうか、

大きなお金をかけなくても町民の協力があれ

ば、もっと言えば、あそこを利用している人

たちを中心にしてでもいいですから、例えば

ザリガニを足寄管内にいるやつをこっちに少

し移殖しても大丈夫かということが判断でき

てオーケーだというのであれば、もらってき

てもいいと思うのですね。あるいは蛍飛んで

いるところをこっちにもらってきてもいいの

でないかと思うのです。そんなことも含め

て、身近なところに子供たちが行って、水生

昆虫やトンボやチョウチョウや鳥や、そう

いったものと接せるというのか、つかめる、

さわれる、見られるという場所がやっぱり必

要だというふうに思ってますので、そのこと

もぜひ検討してもらいたいと思うのです。

予算がどっとつかなくても、町長が言われ

ている協働のまちづくりという観点からいけ

ば、そこを利用されている人たち等の力を借

りていろいろなことができるのではないかと

いう思いがあるのですよ。例えば１個挙げれ

ば、前にも言いましたけれども、上大誉地の

農家の入っていくところに小さな川が流れて

いるのですね。あの小さな川にまだカラスガ

イがいるというのですよ。行って見せてもら

うわと言ったけれども、一回もまだ見れてな

いのですけれどもね。それだった持ってき

て、こちらでも生息できるのだとすれば、カ

ラスガイを子供たちにさわらす、見ることも

できるのだと思うのですね。それから、あれ

は茂喜登牛だったでしょうかね。牛を飼って

いるところで、うちの裏の小川で蛍が出てる

よというふうに話もしてました。それらも含

めてぜひ検討していただきたいというふうに

思います。

それから２点目ですけれども、炭焼き小屋

のやつですけれどもね、これもお金を無理し

てかけなくてもいいと私思ってるのです。と

いうのは、今のうちでないと、炭焼き小屋を

実際につくったことのある人はいなくなると

思うのですよ。いるうちにやってほしいので

すよね、計画をね。そのために何が必要か

と、炭焼き小屋をつくるのに何が必要なのか

ということもはじき出さなければだめだと思

うのですね。そして実際に焼いてみることも

必要だと思うのですよ。それで、焼いたこと

によって炭ができたのか、炭焼き小屋がもっ

たのかどうかということも含めて必要ですか

ら、そんなこともやっぱりどこかで実験とい

うか、試験というか、やってみる必要がある
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と思うのですね。それも何もすごいお金をか

けてやってみるではなくて、それぞれの知識

のある、技術のある中で持ち寄ってもらって

もいいのだと思うのですね。そんなことも

ちょっと検討してほしいなと、検討の中に入

れてほしいなと思います。

それから、最後の３点目のガイドの件です

けれども、この前博物館に行く機会がありま

して、館長さんとお話をしたのですけれど

も、館長さんもネイパルのほうの担当に入っ

てますよね。いろいろ話して、私こんな思い

持っているのだけれどもと話をして、それは

お互い合意できたのですけれども。前に一般

質問で言ったときのように、里見が丘公園の

中にある地質、それから植物、植生ですね。

木の問題、それから昆虫類なども含めて、何

がいるかどんなのがいるのか、過去にいたの

かということも含めて、まずは資料として

とっておく必要がある。取り寄せる必要があ

ると思うのですね。もちろんそれはわかって

いる人方がいらっしゃるから、その分だけで

もコピーしてもらってくるということも必要

だと思うのですね。そんなことから始めてで

も、例えばキャンプ場だってことしもやるの

でしょうから、当然キャンプに来られた方が

あそこ回ってみたいというときに、まだ本格

的でないけれども、試しに行ってみますかと

いうようなことで、その資料を使って御案内

もできるのではないかという気はするのです

よね。それでやってみた結果、何が足りない

のか、何が不足しているのか。話そうと思っ

たら何がわからなかったのかということも含

めて、わかってくるのではないかという気は

するのですよ。そんなことも含めてぜひ九大

なり博物館なりネイパルなり、そういったと

ころにある知識を集めてガイド資料の一つと

してよっこしておいてほしいなという思いが

ありますので、ぜひよろしくお願いします。

最後に移ります。

交通事故防止と歩行者の安全対策について

という質問、前にやったわけですけれども、

平成２４年１２月定例会で、芽登、大誉地、

郊南、螺湾方面のいわば足寄の入り口・出口

に当たるところに鹿が飛び出しますというよ

うな、アユミちゃんも登場するような大型啓

発看板を設置することについて、きょうの段

階でやりますとか明確な答えにはなりません

が、提案を真摯に受けとめ少し時間をいただ

いて検討させていただきたいという答弁でし

たが、検討の結果を伺います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 交通事故防止と歩

行者の安全対策についての一般質問にお答え

をいたします。

平成２４年第４回定例会において、鹿との

接触事故が多発する芽登、大誉地方面等の国

道に鹿飛び出し注意と表記した観光アピール

を兼ねた大型啓発看板を設置することについ

て、提案を真摯に受けとめ検討させていただ

きたいとの答弁以降の検討結果についてであ

りますが、結論から先に申しますと、現在ま

でに大型啓発看板を設置するには至っており

ません。その理由につきましては、費用対効

果の面を含め検討をいたしましたが、当時か

ら鹿が路上に飛び出すおそれがあり、道路利

用者に注意を促す必要がある箇所には警戒標

識が設置されていること、また国土交通省北

海道開発局では、リーフレット、エゾシカ衝

突事故マップを作成し、道の駅や空港、レン

タカー会社窓口等で配付をするなどをしてお

り、道民や道内観光客等に向けて衝突事故防

止に関する注意喚起や普及・啓発の取り組み

等を行っていることから、大型啓発看板の設

置は必要ないとの結論に達したものでありま

す。

鹿が関係する、しないにかかわらず、交通

事故防止のためにはさまざまな交通状況にお

いて、危険を予測し的確に回避可能な速度で

運転することがもっとも重要なことであると

考えております。

本町は昨年６月２５日に交通事故死ゼロ

２,５００日を達成をいたしました。引き続

き３,０００日を目指して、今後も足寄町交

通安全協会や本別警察署等関係機関と連携を
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図り、交通安全に関する広報・啓発活動を推

進してまいりますので、御理解を賜りますよ

うお願いを申し上げ、田利議員の一般質問に

対する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問。

７番。

○７番（田利正文君） 結論を出してしまっ

ているということですから、これ以上言って

も仕方ないのかなという思いもありますが、

ちょこっと違うのかなとちょっと私の感覚で

すけれどもね、あるのですけれども、国際遺

産になった知床に行ったら、こんな絵はがき

が置いてあります。小学校に熊が出て殺され

たと。その熊は別にまだ子熊なのですよね。

だけれども、観光客が投げる、人が食べる餌

のにおいを覚えてしまって小学校に近づいた

のですね。それはもう人間のいるところに出

ていくことが当たり前だと。そこに餌がある

というふうにわかってしまった自然動物は殺

さざるを得ないという結論のようですけれど

もね。それで殺されてしまったのですね。あ

れもきちんと絵はがき読んだら、いや、かわ

いそうになと思いますし、何で人間のほうが

悪いのになと思います。だからといってそれ

を見てすぐ走ったから、熊に注意して走るか

ということにはならないだろうというふうに

思うのですよね。

それから各道の駅ですとか、高速道路のと

まるところなどにも自然動物との接触事故の

啓発のパンフレットその他置いてあるのを見

てます。見た上で、例えば足寄町に入った

ら、さっき言った入り口、出口のところです

ね。どのぐらい大きいかというのは別です

よ。別ですけれども小さいこんなのがあるの

ではなくて、やはりどんと目に入ってくるよ

うな看板があると。しかもカラーでできてい

てね、鹿とぶつかりますよという。タヌキや

キツネぐらいぶつかっても大したことないの

でしょうけれどもね、鹿とぶつかると絶対に

人間も危ないですから、そんなこともやっぱ

り必要だなというふうに思いがあるのです

ね。だから、ここに町長の答弁のところに最

後に、大型啓発看板の設置は必要ないとの結

論に達したとありますけれども、そこちょっ

と違うのかなという気がするのですよね。ど

うせ、引き続き交通安全協会や本別警察署関

係、連携をとりながらとずっとありますけれ

ども、啓発をするのであればそういうふうに

しておきながら、なおかつ走る場所にです

ね、やっぱりでかい、でかいというか、でか

いといってもどの程度のイメージがあるので

しょうけれども、そういうのが目に入ってく

る。目に飛び込んでくるということがやっぱ

り必要かなと思うのですけれども、その辺は

どうでしょうかね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

議員御提案の当時平成２４年の答弁記録、

議事録を見させていただきました。

田利議員御提案のように例えば、例えばの

話でいうことで、例えば日本一広い町へよう

こそ、鹿が飛び出します。ばかにしないでく

ださいというような御提案がありまして、こ

ういう看板設置したら大変おもしろいかと思

います。観光ＰＲにもなるかと思います。た

だ、当時からも検討したようでございますけ

れども、当然視認性がよく車から見えるよう

にするためにはかなり大きな規模の看板が設

置する必要があるかと思います。またとりあ

えず鹿等は夜間に飛び出しするものですか

ら、視認性をよくするためには例えば照明も

設置するなどしなければいけないかと思いま

す。あと、町長答弁しておりますとおり、看

板を設置したとしてもあくまでスピードを出

しておりましたら、多分見えないということ

もございます。それで最も重要なのはスピー

ドダウンが一番ということでありますので、

私も実際に当時子供が小さいときとか、帯広

に行くの飽きて釧路方面のほうに行ったとき

にも、かなり鹿等が飛び出してきます。それ

でやっぱりスピード出していなければ、鹿が

目が光ったりしたらすぐとまって衝突事故防

止もできるということを身をもって私も思っ
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ております。

それで先ほど最初に申しましたとおり、看

板を設置することになりますと、当然国道の

敷地等に設置するとなりますと、しっかりし

た基礎を、工事を行って設置しなければなら

なくなりますものですから、例えば工事費に

つきましても多分１基設置するとなりますと

１００万円とかいう工事費がかかるかと思い

ます。そのあたりを勘案して設置はしなくて

もスピードダウンということで、接触防止を

図っていくということの結論に至ったもので

ございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 今課長から夜間と

言ってましたけれども、夜間ではないです

ね。日中でも飛び出すのですね。そこのとこ

ろはちょっと違うなというふうに思いまし

た。

１頭だけならいいのですけれども、先頭の

やつが出したら、飛び出したら、その後引き

続きぞろぞろ三、四頭出てくるなどというの

はごく当たり前に出てくるのですよね。

それからつい最近も回ってましたら、里見

が丘のところで鹿にぶつかって車をだめにし

たという方にお会いしました。だから町の中

でもそうですし、旭町の５丁目になるので

しょうか、あそこ。あそこもいわば鹿の通り

道というか、なっているみたいなのですね。

そういうところもありますので、今言ったと

おり、結論は出てますからこれ以上言いませ

んけれども、そんなことも含めて、もう一つ

検討してほしいのであるのですけれども、札

幌足寄会だったかな、行ったときに、足寄出

身の方がいらっしゃいましてね。輸入雑貨な

のかな、わからないけれども、何か会社の社

長やっている方がいまして、車につける、こ

のぐらいかな、小さな笛があるのですね。笛

といっても人間は聞こえません。人間に聞こ

えない形態の、形態というか範囲内の音を出

すそうなのですけれどもね、走ることによっ

て。４０キロ以上走っていればその音が出る

のだそうです。周波数がね。いわば鹿なりタ

ヌキなり、キツネなりが嫌いな周波数の音が

出るらしいのですけれども、そういうものを

売っている社長にお会いしました。どこに

売っているのと聞いたら、イエローにも売っ

ているのですよね。それも買ってきてつけま

したけれども。そんなことも含めて、あるの

だということも含めて、ちょっと周知など宣

伝といいますかね、徹底してほしいなという

ふうに要望して終わりにしたいと思います。

ありがとうございました。

○議長（吉田敏男君） これにて、７番田利

正文君の一般質問を終えます。

ここで暫時休憩をいたします。

１１時２５分まで休憩をいたします。

午前１１時１２分 休憩

午前１１時２５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議案第３８号から議案第４６号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 議案第３

８号平成３０年度足寄町一般会計補正予算

（第１７号）から日程第１０ 議案第４６号

平成３０年度足寄町国民健康保険病院事業会

計補正予算（第３号）までの９件を一括議題

といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） ただいま議題とな

りました、議案第３８号平成３０年度足寄町

一般会計補正予算（第１７号）から議案第４

６号平成３０年度足寄町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第３号）まで一括提案理由

の説明を申し上げます。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま

す。

議案第３８号平成３０年度足寄町一般会計

補正予算（第１７号）について、御説明を申

し上げます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

４億９,６７８万１,０００円を減額をし、歳
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入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０３

億６,９２５万９,０００円とするものでござ

います。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

す。

３６ページをお願いいたします。

３６ページ、第２款総務費、第１項総務管

理費、第１４目企画振興費、第８節報償費に

おきまして、ふるさと納税謝礼を４１５万円

減額をいたしました。

３８ページをお願いいたします。

３８ページ、第１９節負担金、補助及び交

付金におきまして、住環境・店舗等整備補助

金を１,０００万円減額をいたしました。

４８ページをお願いいたします。

４８ページ、第３款民生費、第１項社会福

祉費、第１目社会福祉総務費、第２０節扶助

費におきまして、障害者自立支援給付費を

１,２０６万６,０００円減額をいたしまし

た。

次に、６８ページをお願いいたします。

６８ページ、第６款農林水産業費、第１項

農業費、第４目畜産草地費、第２１節貸付金

におきまして、畜産振興資金貸付金を４,３

７９万５,０００円を減額をいたしました。

７４ページをお願いいたします。

７４ページ、第８款土木費、第２項道路橋

梁費、第１目道路維持費、第１５節工事請負

費におきまして、町道補修工事など合わせて

２,９３８万９,０００円減額をいたしまし

た。

７６ページをお願いいたします。

７６ページ、第５目道路新設改良費、第１

５節工事請負費におきまして、橋梁長寿命化

修繕工事を３,２２３万８,０００円減額をい

たしました。

７８ページをお願いいたします。

７８ページ、第４項都市計画費、第３目下

水道費、第２８節繰出金におきまして、公共

下水道事業特別会計繰出金を過疎債分と合わ

せて７,６８１万８,０００円減額をいたしま

した。

８０ページをお願いいたします。

８０ページ、第５項住宅費、第２目住宅建

設費、第１５節工事請負費におきまして、は

るにれ団地敷地内道路整備工事など合わせて

３,６３８万円減額をいたしました。

９８ページをお願いいたします。

９８ページ、第１１款災害復旧費、第１項

公共土木施設災害復旧費、第２目道路橋梁災

害復旧費、第１５節工事請負費におきまし

て、上大誉地連絡線外災害復旧工事を２,０

３１万６,０００円減額をいたしました。

１００ページをお願いいたします。

１００ページ、第１２款公債費、第１項公

債費、第２目利子におきまして、長期債利子

を１,４４１万９,０００円減額をいたしまし

た。

以上で、歳出を終わり、次に歳入について

御説明を申し上げます。

１０ページへお戻りください。

１０ページ、第１款町税、第１項町税にお

きまして、個人町民税現年課税分といたしま

てし５２９万５,０００円、法人町民税現年

課税分といたしまして４９６万１,０００円

をそれぞれ計上をいたしました。

次に、１４ページから２０ページの第１４

款国庫支出金、第１５款道支出金におきまし

ては、それぞれ事業費見合いの負担金、補助

金などを計上、減額をいたしております。

次に、２０ページをお願いをいたします。

２０ページ、第１６款財産収入、第２項財

産売払収入におきまして、立木、カラマツ売

払収入といたしまして５,５９１万５,０００

円、収益分収金といたしまして１,９５６万

１,０００円をそれぞれ計上をいたしまし

た。

２２ページをお願いいたします。

２２ページ、第１７款寄附金、第１項寄附

金におきまして、ふるさと納税寄附金を１,

３００万円減額をいたしました。

第１８款繰入金、第１項基金繰入金におき

まして、財政調整基金繰入金を３億３,９７

７万２,０００円減額をいたしました。
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次に２６ページをお願いいたします。

２６ページ、第２０款諸収入、第５項雑

入、第６目雑入におきまして、備考資金組合

還付金を４,２８３万４,０００円減額をいた

しました。

第２１款町債、第１項町債におきまして、

辺地対策事業債を合わせて２,２４０万円、

過疎対策事業債を合わせて１億４,０２０万

円、それぞれ減額をいたしました。

次に、６ページへお戻りください。

６ページ、第２表繰越明許費補正、追加２

件をお願いをいたしました。

第３表地方債補正、変更３件、廃止１件を

お願いいたしました。

以上で、平成３０年度足寄町一般会計補正

予算（第１７号）について、説明を終わりま

す。

次に、特別会計について御説明を申し上げ

ます。

１０３ページをお願いいたします。

１０３ページ、議案第３９号平成３０年度

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）について、御説明を申し上げま

す。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ３,８９３万７,０００円を減額をし、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億９,

８７９万４,０００円とするものでございま

す。

歳出の主なものから御説明申し上げます。

１１４ページをお願いいたします。

１１４ページ、第２款保険給付費、第１項

保険給付費、第１目療養諸費におきまして、

療養給付費負担金を４,１０２万２,０００円

減額をいたしました。

１１６ページをお願いいたします。

１１６ページ、第６款基金積立金、第１項

基金積立金におきまして、保険給付費支払準

備基金積立金といたしまして３６９万１,０

００円を計上いたしました。

１１８ページをお願いいたします。

１１８ページ、第８款諸支出金、第２項操

出金におきまして、国民健康保険病院事業会

計操出金といたしまして３８０万９,０００

円を計上をいたしました。

歳入について申し上げます。

１０８ページへお戻りください。

１０８ページ、第２款道支出金、第１項道

補助金におきまして、保険給付費等交付金の

普通交付金を４,３５４万１,０００円減額を

いたしました。

次に、１２１ページをお願いいたします。

１２１ページ、議案第４０号平成３０年度

足寄町簡易水道特別会計補正予算（第５号）

について、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ１,００５万８,０００円を減額をし、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５４

０万３,０００円とするものでございます。

１２３ページをお願いいたします。

１２３ページ、第２表地方債補正、変更１

件をお願いをいたしました。

歳入歳出予算につきましては、事業の執行

による減額等が主なものでございますので、

詳細の説明については省略をさせていただき

ます。

次に、１３５ページをお願いいたします。

１３５ページ、議案第４１号平成３０年度

足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

５号）について、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ１億７,７１５万３,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億

６,６１８万５,０００円とするものでござい

ます。

歳出の主なものから御説明申し上げます。

１４８ページをお願いいたします。

１４８ページ、第２款事業費、第１項事業

費、第１目事業費、第１５節工事請負費にお

きまして、下水道管渠新設工事など合わせて

５,５６１万７,０００円減額をいたしまし

た。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、下水終末処理場更新事業負担金を９,
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４１２万円、配水管移設負担金を１,２６８

万４,０００円、それぞれ減額をいたしまし

た。

歳入について申し上げます。

１４２ページにお戻りください。

１４２ページ、第１款分担金及び負担金に

おきまして、公共下水道受益者負担金といた

しまして、滞納繰越分も合わせて５３１万

５,０００円を計上をいたしました。

第３款国庫支出金におきまして、公共下水

道事業国庫補助金を７,３４０万円減額をい

たしました。

第４款繰入金におきまして、一般会計繰入

金を７,６８１万８,０００円減額をいたしま

した。

第６款諸収入におきまして、消費税及び地

方消費税還付金といたしまして６８１万６,

０００円を計上をいたしました。

１４４ページをお願いをいたします。

１４４ページ、第７款町債におきまして、

公共下水道事業債を３,９３０万円減額をい

たしました。

１３７ページへお戻りください。

１３７ページ、第２表地方債補正、変更１

件をお願いをいたしました。

次に、１５１ページをお願いいたします。

１５１ページ、議案第４２号平成３０年度

足寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ１,５３８万８,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億１４１

万７,０００円とするものでございます。

歳出の主なものから御説明申し上げます。

１６４ページをお願いいたします。

１６４ページ、第２款保険給付費、第１項

介護サービス等諸費、第１目介護サービス給

付費におきまして、施設介護サービス給付費

負担金を１,３２６万２,０００円減額いたし

ました。

歳入について申し上げます。

１５６ページへお戻りください。

１５６ページ、第３款国庫支出金、第１項

国庫負担金におきまして、介護給付費国庫負

担金といたしまして４８８万４,０００円を

計上をいたしました。

第４款支払基金交付金におきまして、介護

給付費交付金を８７７万５,０００円減額を

いたしました。

次に１７３ページをお願いいたします。

１７３ページ、議案第４３号平成３０年度

足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４号）について、御説明を申し上げま

す。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ６７３万３,０００円を減額をし、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９,５

５６万８,０００円とするものでございま

す。

歳入歳出予算につきましては、事業執行に

よる減額等が主なものでございますので、詳

細の説明については省略をさせていただきま

す。

次に、１８５ページをお願いいたします。

１８５ページ、議案第４４号平成３０年度

足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）について、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ２６万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億２,３７７万６,０００

円とするものでございます。

歳入歳出予算の内容につきましては、特に

説明すべき事項がございませんので、省略を

させていただきます。

次に、企業会計について御説明を申し上げ

ます。

１９５ページをお願いいたします。

１９５ページ、議案第４５号平成３０年度

足寄町上水道事業会計補正予算（第４号）に

ついて、御説明を申し上げます。

収益的収入及び支出の総額から４万円を減

額し、収益的収入及び支出の総額をそれぞれ

１億６,７８５万８,０００円とするものでご

ざいます。
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次に、資本的収入及び支出の総額から、資

本的収入額１,４７１万６,０００円、資本的

支出額２,０７８万２,０００円をそれぞれ減

額をし、資本的収入の総額を１,８７１万２,

０００円に、資本的支出の総額を８,４５０

万円とするものでございます。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額６,５７８万８,０００円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額を４

４８万８,０００円に、当年度分損益勘定留

保資金を４,１２３万８,０００円に、建設改

良積立金を２,００６万４,０００円に改め補

填するものであります。

補正予算の主な内容について申し上げま

す。

２０２ページをお願いいたします。

２０２ページの収益的収入及び支出でござ

いますが、支出では各種業務委託料に係る執

行残の減額と負担金、固定資産除却費の計

上、収入では手数料の減額と給水収益、他会

計負担金の計上でございます。

次に２０４ページ。

２０４ページの資本的収入及び支出でござ

いますが、支出では委託料、工事請負費、備

品購入費の減額と、収入では工事請負金の減

額でございます。

次に１９６ページへお戻りください。

１９６ページ、第４条におきまして、予算

第８条に定めたたな卸資産の購入限度額を６

０７万８,０００円とするものであります。

次に２０７ページをお願いいたします。

２０７ページ、議案第４６号平成３０年度

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３号）について御説明を申し上げます。

収益的収入及び支出の総額から２,７６０

万９,０００円を減額し、収益的収入及び支

出の総額をそれぞれ１２億６９８万４,００

０円とするものでございます。

次に、資本的収入の総額から、２４０万円

を減額し、資本的収入の総額を７,７５５万

４,０００円とするものでございます。

資本的支出額が資本的収入額に対し不足す

る額２,７４９万３,０００円は、過年度分損

益勘定留保資金で補填するものでございま

す。

補正予算の主な内容について申し上げま

す。

２１２ページをお願いいたします。

２１２ページ、収益的収入及び支出でござ

いますが、支出では臨時医師・補助職員賃金

等や薬品費及び賃借料などにかかわる執行残

の減額とたな卸資産減耗費の計上、収入では

入院収益と外来収益などの減額と国保直診施

設特別調整交付金の計上などでございます。

資本的収入につきましては、企業債と建設

改良債に対する一般会計出資金の減額でござ

います。

２０８ページへお戻りください。

２０８ページ、第４条におきまして、企業

債補正、変更２件をお願いしております。

第５条におきまして、予算第８条に定めた

議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費について、職員給与費を１,００５

万９,０００円減額し、７億６,９６１万２,

０００円とするものであります。

第６条におきまして、予算第１０条に定め

たたな卸試算の購入限度額を１億１,６８１

万１,０００円とするものでございます。

以上で、議案第３８号平成３０年度足寄町

一般会計補正予算（第１７号）から、議案第

４６号平成３０年度足寄町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第３号）までの説明とさ

せていただきます。

次に、平成３０年度予算の専決処分につい

てのお願いでございます。

平成３０年度の財政収支につきましては、

おおむね見通しを得てきておりますが、収入

の一部について未確定の項目がございます。

今後確定する項目は、地方譲与税、利子割

交付金、特別交付税など多項目にわたってお

ります。

これらの収入は、いずれも３月下旬にかけ

て確定されることとなっており、今回議決を

お願いしております予算の決定後において増
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減が予想されます。

このようなことから、これら収入の状況に

より予算の専決処分の措置を講じさせていた

だきたいと考えておりますので、あらかじめ

御理解のほどをよろしくお願いを申し上げま

す。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ます。御審議のほどよろしくお願いを申し上

げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。

昼食のため、１時再開といたしたいと存じ

ます。

午前１１時５０分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

これから議案第３８号平成３０年度足寄町

一般会計補正予算（第１７号）の件の質疑を

行います。

２８ページをお開きください。

歳出から始めます。

款で進めます。

第１款議会費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次、２８ページから

４６ページ、第２款総務費、質疑はございま

せんか。

１１番。

○１１番（髙橋秀樹君） ３８ページです

ね、企画振興費、負担金、補助金及び交付金

の中で、住環境・店舗等整備補助金、これ

１,０００万円減額になっています。

当初予算４,０００万円だったと思うので

すけれども、この詳細というか、ちょっとお

伺いをしたいと思いますが。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す

住環境・店舗等整備補助金でございます

が、補正予算を重ねまして現計予算では８,

０００万円と今なってございます。それを

１,０００万円減額いたしまして７,０００万

円となるわけでございますけれども、現在の

ところの申請状況は本年度大変多数の申し込

みを、交付申請を受けておりまして、現在の

ところで件数で１９２件、金額で６,３００

万円ほど現在ですね。ただ、まだこれから２

週間ほどございますので、その間に精算とい

いますか、最終的な決定まで至っておりませ

んので、まだ増額が見込まれます。そういう

こともありまして、残額で７,０００万円残

すということで、現在のところで決定してい

るところでは６,３００万円というところで

ございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（髙橋秀樹君） 非常に町民の方

に、１９２件という大きなこの政策予算に

なっていると思うのですけれども、これ次年

度以降といったら変なのですけれども、行政

の方もこの形を守っていただけるような形を

とっていただければ非常にありがたいかなと

いうふうに、私は思っているのですが、行政

のほうではどのようなお考えを持っている

か、お伺いをさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

次年度につきましては、改選年ということ

もございまして、町単独補助でございますの

で、政策予算ということで当初には計上して

おりません。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（髙橋秀樹君） 政策予算、それは

十分私のほうも理解しているつもりです。し

かしですね、役場のほうというかな、これ行

政続けていかなければいけない、継続的なも

のであると私は思っておりますので、この予

算をどのように次の政策予算として受け継い

でいくかというところで、各課長さんのほう

がいろいろと御審議いただけるような形を
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とっていただければと、私のほうは考えてお

ります。その件についてどうお考えでしょう

か。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

先ほど補助金額で今６,３００万円決定と

言っておりましたが、それに対します事業費

は５億５,０００万円ほどになりまして、こ

れが町の各種業種でお金が回っているという

ことで、大変町の経済に寄与している事業と

考えてございます。そういった関係もござい

ますので、この事業につきましては、担当課

といたしましては推進すべき事項と考えてお

りますので、その辺につきましてはそういう

旨承知しております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、総務費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

４６ページから５６ページまで。

第３款民生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、５６ページか

ら６２ページ。

８番。

○８番（高道洋子君） お尋ねします。

５９ページ、保健衛生総務費の１９節補助

金の不妊治療費の助成金が４５万円ほど減額

になっておりますが、このことについて、も

う十数年のこれは補助金の政策であります

が、大変喜ばれておる助成、補助金の一つな

のですけれども、その実績、どのぐらいの人

たちがこの間ですね、この補助金を利用し、

そして何名の方がそのおかげで出産に至った

のか、お知らせください。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 答弁をさせてい

ただきます。

本年度の４５万円の減額、まずこの分につ

きましては当初予算１５０万円で、今現在３

人の方が６件６０万円の補助を既に支出済み

でございまして、３月までの申請もあるかと

いうところで若干留保してございます。

これまでの実績でございますが、ちなみに

直近の４年間でいいますと、平成２７年度が

３人の方が不妊治療で町のほうで補助の申請

をしていただきまして、３人のうち１人の方

が御懐妊をされてます。２８年度につきまし

ては７人の方１２件の補助がございまして、

３名の方が御懐妊、２９年度は６人の方が申

請してましてお二人の方が御懐妊、３０年度

は３人のうち１人が御懐妊しているだろう

と、確定情報ではないですけれども、という

ような状況で、３割ぐらいはというところ

で、これらの実績をもう少しアピールして

もっと御活用していただくような形に結びつ

ければと考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） ７人の方が２７年か

ら４年間のうちに御懐妊して出産していると

いうことで、本当に人口増でもあるし、子供

が欲しい親にとっては本当にこんな幸せなこ

とはないと思っております。

今も助成金が５万円掛ける２年間でありま

すか。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） この補助は道と

の協調の補助でございまして、採卵を伴う、

卵子を採取する場合は町のほうでは、道と同

じなのですけれども１５万円、採卵を伴わな

い場合は７万５,０００円ですとか。あと４

０歳だったら幾らですとか、お二人目でした

ら幾らという形で、基本的に１回目でした

ら、１回目の採卵を伴うものでしたら１５万

円で、それを何回かやって、２回、３回とや

ることによって確率が高まるような形とか、

いろいろなことがございまして、負担額がそ

れなりの高額でございますけれども、道と町

で協調することによってかなり自己負担は減

額になっているかと考えております。
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以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） もちろん４５万円の

減額ですので、もう少しＰＲとそれから、小

まめなＰＲとそれと補助金がもう少し、３０

万円も４０万円もかかる治療費でありますの

で、もう少し上げることはできないか、そう

いう検討はなされているかどうか、お聞きし

ます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 福祉課長でござ

います。

これもいろいろな考えがございますけれど

も、他の町村と比べるとかなり手厚くなって

まして、基本的に他の町村を見てみると７万

５,０００円ぐらいのところが多いところ、

足寄町では１５万円という形で、ちょっと飛

び出ているようなところなので、今のところ

その見直しというような考えは今のところは

ございません。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、衛生費ございませんか。

８番。

○８番（高道洋子君） 一つなのですけれど

も、同じく５９ページで委託料の１３節です

ね。その中のＰＥＴがん検診業務と脳ドック

と５８万８,０００円、５５万円の減額に

なっておりますが、ＰＥＴがんのほうは何人

受けているか、検診を受けた人ですね。脳

ドックも、わかりましたらお知らせ願いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。

３０年度の今執行中の今現在の段階でござ

いますけれども、ＰＥＴがん検診が乳がんと

マンモで合わせて４１件、脳ドックのほうが

４５件ということで、当初予算で１００人分

１００万円を目標に頑張っていたのですけれ

ども、結局のところ半分ぐらいということ

で。ＰＥＴ乳がんも２９年度から始めてまし

て、２９年度の実績もまだ終わらないまま３

０年度の予算を組んでいたというところで、

今現在考えると、この１００万円の予算とい

うのはちょっと多額かなということで、３１

年度には減額した予算計上をさせていただい

たところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） ＰＥＴがんも脳ドッ

クも予防になって、早期発見につながる検診

だと思うのですけれども、全体の医療費を削

減するという観点からいきますと、やはりこ

れはたくさんの人が受けることが望ましいと

思うわけです。

しかし、半分の金額を５８万円、５５万円

と実施できなかったということで、このＰＲ

の仕方と、それから考えますれば、個人では

５万円の持ち出しになるわけですよね、ＰＥ

Ｔがんの場合。その５万円という金額は大変

年金の人にしても若い人たちにとっても大変

高額な、昔から思うと８万円も１０万円も出

したときから思うと安くはなっておりますけ

れども、でも依然として５万円というお金は

なかなか大変なお金かとも思います。

そこで、この５万円の持ち出しをもっと低

く、ということは町からの補助金が、助成が

高くするということは、この現額の５８万

円、５５万円執行残というか、そういう観点

から個人の持ち出しをもう少し低く抑えるこ

とはできないのか伺います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） ３１年度の当初

予算の要求、積算をする段階でそのような検

討もしてまいりました。

これもがん検診を、ＰＥＴの場合は北斗病

院、帯広でいう北斗病院さんでやっていただ

いてまして、定価が６万８,０００円のとこ

ろ、足寄町は団体契約を結んでいるので値引

いて５,０００円引いて６万３,０００円の定

価になります。なので、町が補助しなくても

足寄町民の方は６万３,０００円になると。

そこで今回町の補助としては１万円の助成を
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するので、６万３,０００円のところ５万３,

０００円で受診できるのですが、担当のほう

で他の町村の助成の金額等をどのぐらいで

しょうかねと北斗病院のほうに問い合わせた

ところ、１万円が多いですと。１万円以上の

ところはないですと言われましたので、足寄

もうちょっと飛び出して、予算が１００万円

もしあるのだったら１００万円で次５０人し

か消化できなかったら２万円出せとかという

考えになるかというと、まだその段階ではな

いのかなというところで、もうちょっと状況

を見きわめて、３２年度の予算でまた考えさ

せていただければというふうに考えてます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） ５万３,０００円と

いうことで、これに消費税かかるのですよ

ね、たしか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 今の金額は３０

年度でございまして、３１年度になると、税

込みです、今の額です。３１年度になると消

費税が１０％になるところが、ちょっと今

データはちょっとわからないですけれども、

１０８分の１１０だけ、１０月以降は上がる

のかなというふうに感じます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） いいですか、８番。

○８番（高道洋子君） １０月以降の１０％

の消費税ということも考えますとね、やはり

結構、前から見ればすごく安いのですよ。そ

ういうわけで、何とか再考して検討していた

だきたいと思います。

○議長（吉田敏男君） それでいいですね。

（「答弁、ありましたら」と呼ぶ者あり）

ありましたら。

福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 他の町村の状況

等も踏まえ、新しい町長とも相談しながら検

討させていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、衛生費ございませんか。

４番。

○４番（木村明雄君） ここで、エキノコッ

クスの検診業務、ありますけれども、これに

ついてちょっとお伺いをしたいと思います。

これ、山の中でキツネが媒介をするという

ようなことを聞くわけなのですけれどもね、

これについての、そうなれば農業だとか林業

だとかそういう人たちが対象になるのかなと

思うわけなのだけれども、この辺について詳

しくお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） ここで暫時休憩をい

たします。

午後 １時１７分 休憩

午後 １時１８分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） エキノコックス

検診でございますけれども、目的につきまし

ては感染のおそれのある疾病に住民が関心を

持って、疾病の発生及び蔓延を予防するとい

うことで、特に今であればエキノコックス、

上水ではほとんどあり得ないのかもしれない

のですけれども、昔の方でしたら、昔の方と

いったらあれなのですけれども、あるぐらい

の年代になる方でしたら、田舎に住んでいて

も都会に住んでいても、都会ではないのかも

しれないのですけれども、十勝に住んでいる

方だったら発生する原因が、大人になってか

ら重篤な症状があらわれることがあるかと思

います。

足寄町としては、毎年検診の御案内をして

まして、５年に１回やってまして大体１５０

人ぐらいの方が受診をしてますけれども、こ

の検診の中で発見に至った方はいらっしゃら

ないというところでございます。

なのですけれども、この検診では見つから

なくてもそういう症状があらわれて、各療

養、長期入院されている方とかというお話は

聞いてますが、その５年に一度の検診のとき

には町内の方皆さんに広報等、チラシを通じ
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て検診の御案内を差し上げているというとこ

ろでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（木村明雄君） そうすれば、今のと

ころは足寄町ではそういう人は一人も見つ

かってないということなのでしょうね。

それで、検診をするに当たって、足寄の町

立病院で検診できるのか。希望者がいたとす

ればできるのか。それともできなくて帯広あ

たりの病院へ行って検診をしてくるのか。そ

の辺もちょっとお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、病院事務長。

○国民健康保険病院事務長（川島英明君）

ただいまの御質問でありますが、エキノコッ

クスの検診ができるのかということで、当院

は一応事業所検診ですとか、そういった中で

オプションだとか、そういった部分含めて

やってございます。

実際、エキノコックス検診というのは今の

ところ実績はございません。ただそれが

ちょっとできるかどうかというのは、申しわ

けないです、今ちょっとここでは即答できま

せんが、実績としては当院ではエキノコック

ス検診というのは、少なくてもここ数年間は

ございません。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、衛生費ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

６４ページ、第５款労働費。

６４ページですね、済みません。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に６４

ページから７２ページ、第６款農林水産業

費。

質疑はございませんか。

１番。

○１番（熊澤芳潔君） ６６ページの畜産草

地費の中で、６７ページに草地管理経費が２

００万円の減額、それから畜産振興資金の貸

付事業の４,３００万円の減額ということで

ございますけれども、内容についてお聞きし

たいと思います。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

まず６６、６７ページの下段の一番下の家

畜伝染病予防対策補助金の２１８万円の減額

なのですけれども、これは届出で伝染病に伴

う検査を行うことで当初予算計上させていた

だいたのですけれども、これ乳用牛の検査に

伴って本年度実施することで計上させていた

だいたのですけれども、実施については大変

申しわけないのですけれども、３１年に実施

するということに、事業計画上３０年に実施

するべきを本当は３１年に実施することに

なったということで、それに伴う減額であり

ます。

次のページの６８、６９ページの畜産振興

資金貸付金の４,３７９万５,０００円につき

ましては、これは当初足寄町のほうでは１億

円の貸付金を予算計上しております。これは

農協のほうで上半期、下半期で導入資金計画

を立てて実施しているわけなのですけれど

も、下半期１月から３月にかけての導入計画

について二人の生産者が牛舎建設を行いなが

ら増頭計画を立てるということであったので

すけれども、牛舎建設と機械導入を含めてお

くれが発生したために、当初８０頭の計画が

６８頭減したに伴う予算の、貸付金の減額で

あります。

以上です。

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に、農林水産業費、ございませんか。

１番。

○１番（熊澤芳潔君） 次のページの農地費

の中の道営草地基盤整備事業、これは足寄は

結構基盤整備おくれているよという中で、減

額されているのですけれども、その基盤整備

の実態と減額の理由についてお願いします。
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○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

まずもってこの道営草地畜産整備事業の負

担金の減額ということについてなのですけれ

ども、これはあくまでも道営事業です。で、

本年度の道営事業に伴って一部大規模草地の

牛舎を建設した部分の執行残、これが大きく

出ております。それに伴う減額が主な、主た

る原因となっております。

あとは、今進めている道営事業の計画の推

移含めて説明させていただいてもよろしいで

しょうか。

この事業につきましては、平成２５年から

スタートしてます。現在をもって進めている

わけなのですけれども、全体的な草地整備面

積なのですけれども６４３ヘクタールありま

す。そのうち一般生産者が草地整備改良を行

う部分については３４４ヘクタールで、その

うち大規模草地、この事業の主たるものとし

ては草地整備改良（公共牧場育成型）という

ことで、公共草地はもう整備できるというこ

とで、そのうち大規模分が２９９ヘクター

ル、これが全体面積の事業計画であります。

平成３０年度までに草地整備改良した部分

につきましては５４６ヘクタールあります。

そのうち一般生産者が３２１ヘクタールとい

うことで、ほぼ９３％が終了しております。

残りの部分につきましては、大規模草地の部

分ということで、事業については３２年まで

あるわけなのですけれども、一般生産者につ

いての整備改良についてはことしというか、

３１年度草地整備改良をして全て完了という

ことになっております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に、農林水産業

費、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

７２ページ、第７款商工費、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、７２ページか

ら８０ページ、第８款土木費、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ８２ページ、第９款

消防費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、８２ページか

ら９８ページ、第１０款教育費、質疑はござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

９８ページ、第１１款災害復旧費、質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、９８ページか

ら１００ページ、公債費、質疑は。

１１番。

○１１番（髙橋秀樹君） １００ページです

ね。公債費の２、利子なのですけれども、こ

れ長期債等利子、利息でこれ１,４７０万円

という減額になっているのですが、これの詳

細についてお伺いをいたします。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

長期債利子の１,４４１万９,０００円の減

額でございますが、実は町債の借り入れにつ

きましては翌年の５月借り入れとなります。

ということは、３月の補正予算を終わった２

カ月後ぐらいに利率が決定するということで

ございまして、新年度予算編成にも、という

ことで新年度予算にその借入利率を実績とし

て反映できないで、予測を立てて前年度発行

分につきましては実際の発行利率ではなく予

測利率で予算計上していることから、実際の

借入利率が下がったことによりまして、発行

額が１５億２,０００万円にもなるものです

から、その額の利率が下がったことによる減

額でございます。前年度発行分の利率の減額

によるものでございます。
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以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、公債費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に１００ページ、

第１３款職員費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳出総括ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、１０ペー

ジにお戻りください。

歳入に入ります。

款で進めます。

第１款町税、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 第８款国有提供施設

等所在市町村助成交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、１２ページに

参ります。

第９款地方特例交付金、質疑はございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第１０款地方

交付税、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第１２款分担

金及び負担金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に１２

ページから１４ページ、第１３款使用料及び

手数料、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

１４ページから１６ページ、第１４款国庫

支出金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

１８ページから２０ページ、第１５款道支

出金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２０ページ、第

１６款財産収入、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２２ページ、第

１７款寄附金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に第１８款繰入

金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２２ページから

２６ページ、第２０款諸収入、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２６ページ、第

２１款町債、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、６ページにお

戻りください。

第２表繰越明許費補正、追加２件、質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第３表地方債

補正、変更３件、廃止１件、質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第３８号平成３０年度足寄

町一般会計補正予算（第１７号）の件を採決
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をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第３８号平成３０年度足

寄町一般会計補正予算（第１７号）の件は、

原案のとおり可決されました。

１０３ページをお開きください。

これから、議案第３９号平成３０年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）の件の質疑を行います。

１０８ページから１１９ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第３９号平成３０年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第３９号平成３０年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。

１２１ページをお開きください。

これから、議案第４０号平成３０年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第５号）の件

の質疑を行います。

１２８ページから１３３ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） １２３ページにお戻

りください。

第２表地方債補正、変更１件、質疑はござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第４０号平成３０年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第５号）の件

を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４０号平成３０年度足

寄町簡易水道特別会計補正予算（第５号）の

件は、原案のとおり可決されました。

１３５ページをお開きください。

これから、議案第４１号平成３０年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）の件の質疑を行います。

１４２ページから１４９ページまで、歳入

歳出一括で行います。
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質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） １３７ページにお戻

りください。

第２表地方債補正、変更１件、質疑はござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括、

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第４１号平成３０年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４１号平成３０年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）の件は、原案のとおり可決されました。

１５１ページをお開きください。

これから、議案第４２号平成３０年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の件

の質疑を行います。

１５６ページから１７１ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第４２号平成３０年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の件

を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４２号平成３０年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）の

件は、原案のとおり可決されました。

１７３ページをお開きください。

これから、議案第４３号平成３０年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

号）の件の質疑を行います。

１７８ページから１８３ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第４３号平成３０年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

号）の件を採決をします。
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この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４３号平成３０年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。

１８５ページをお開きください。

これから、議案第４４号平成３０年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）の件の質疑を行います。

１９０ページから１９３ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第４４号平成３０年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４４号平成３０年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決されました。

１９５ページをお開きください。

これから、議案第４５号平成３０年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第４号）の件の

質疑を行います。

２０２ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ２０４ページ、資本

的収入及び支出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） １９６ページ、第４

条、予算第８条に定めたたな卸資産の購入限

度額、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第４５号平成３０年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第４号）の件を

採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４５号平成３０年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第４号）の件

は、原案のとおり可決されました。

２０７ページをお開きください。

これから、議案第４６号平成３０年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）の件の質疑を行います。

２１２ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。

質疑はございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、資本的収入、

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２０８ページ、

第４条、予算第５条中、企業債の変更から第

６条予算第１０条中、たな卸資産の購入限度

額の変更まで、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第４６号平成３０年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４６号平成３０年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

３号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。

ここで暫時休憩をいたします。

２時５分からスタートします。

午後 １時５０分 休憩

午後 ２時０６分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議案第４７号から議案第５６号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案第

４７号平成３１年度足寄町一般会計予算の件

から、日程第２０ 議案第５６号平成３１年

度足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで

の１０件を一括議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） ただいま議題とな

りました、議案第４７号平成３１年度足寄町

一般会計予算から、議案第５６号平成３１年

度足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで

一括提案理由の御説明を申し上げます。

なお、本年は統一地方選挙の年であります

関係上、新年度予算につきましては、職員の

給与費を初め、その他事務的経費、継続的経

費さらに年次計画により進めている経費及び

既に議会において意思決定の終えているも

の、また改選後の町議会においての提案では

その時期を失うおそれがあるものなどに限定

をしまして、予算計上をさせていただきまし

たので御了承をお願いを申し上げます。

それでは、平成３１年度一般会計予算書１

ページをお願いいたします。

議案第４７号平成３１年度足寄町一般会計

予算について、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

９１億１,９３１万６,０００円とするもので

ございます。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

す。

６０ページをお願いいたします。

６０ページ、第２款総務費、第１項総務管

理費、第８目財産管理費、第１５節工事請負

費におきまして、（仮称）芽登集落センター

建設工事といたしまして２億４,８８８万６,

０００円を計上をいたしました。

次に、６４ページをお願いいたします。

６４ページ、第１４目企画振興費、第８節

報償費におきまして、ふるさと納税謝礼とい

たしまして３,１５０万円を計上いたしまし

た。

次に、６９ページをお願いいたします。

６９ページ、第２５節積立金におきまし
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て、ふるさと足寄応援基金積立金といたしま

して２,４０７万７,０００円を計上をいたし

ました。

８２ページをお願いいたします。

８２ページ、第４項選挙費、第２目参議院

議員選挙費におきまして、選挙執行経費とい

たしまして報酬、職員手当など合わせて１,

１８４万３,０００円を計上いたしました。

８４ページをお願いいたします。

８４ページ、第３目北海道知事、北海道議

会議員選挙費におきまして、選挙執行経費と

いたしまして報酬、職員手当など合わせて６

５４万８,０００円を計上いたしました。

８６ページをお願いします。

８６ページ、第４目町長、町議会議員選挙

費におきまして、選挙執行経費といたしまし

て報酬、職員手当など合わせて１,１３７万

円を計上をいたしました。

９２ページをお願いいたします。

９２ページ、第３款民生費、第１項社会福

祉費、第１目社会福祉総務費、第１９節負担

金、補助及び交付金におきまして、足寄町社

会福祉協議会補助金といたしまして３,８７

４万２,０００円を計上をいたしました。

第２０節扶助費におきまして、障害者自立

支援給付金２億６,６５８万円、障害者医療

費１,５２５万円、障害者地域生活支援給付

費２,４２５万６,０００円などを計上をいた

しました。

１０４ページをお願いいたします。

１０４ページ、第３款民政費、第３項児童

福祉費、第１目児童福祉総務費、第１９節負

担金、補助及び交付金におきまして、認定子

ども園どんぐりなどの保護者負担金無償化事

業補助金といたしまして、合わせて４,２５

６万円を計上をいたしました。

１０８ページをお願いいたします。

１０８ページ、第３目子どもセンター運営

費、第１５節工事請負費におきまして、子ど

もセンターボイラー更新工事といたしまして

４,３８４万８,０００円を計上をいたしまし

た。

１１４ページをお願いいたします。

１１４ページ、第８目子育て支援費、第８

節報償費におきまして、子育て応援出産祝い

金といたしまして７００万円を計上をいたし

ました。

次に、１２４ページをお願いいたします。

１２４ページ、第４款衛生費、第２項清掃

費、第２目塵芥処理費、第１３節委託料にお

きまして、一般廃棄物収集運搬業務といたし

まして５,３３５万６,０００円を計上をいた

しました。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、十勝圏複合事務組合塵芥負担金といた

しまして３,２８３万８,０００円を計上をい

たしました。

第３目し尿処理費、第１３節委託料におき

まして、し尿収集運搬業務といたしまして

１,２３４万７,０００円を計上をいたしまし

た。

１２６ページをお願いいたします。

１２６ページ、第４項病院費におきまし

て、国民健康保険病院対策費といたしまし

て、負担金、補助金、出資金合わせて５億

６,４９４万９,０００円を計上をいたしまし

た。

１３２ページをお願いいたします。

１３２ページから１３５ページまでの第６

款農林水産業費、第１項農業費、第３目農業

振興費におきまして、農業担い手育成支援事

業といたしまして、新規就農志向者営農指導

交付金、農業次世代人材投資資金、新規就農

者経営開始奨励金、新規就農志向者営農実習

奨励金など合わせまして２,４０８万５,００

０円、六次産業化推進事業といたしまして、

地域おこし協力隊の報酬・旅費など合わせて

２,０２２万円、防衛施設周辺農業用施設設

置事業といたしまして補助金３,０３５万８,

０００円などを計上をいたしました。

第１３節委託料におきまして、農業人材育

成委託業務といたしまして７９０万６,００

０円を計上をいたしました。

１３８ページをお願いいたします。
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１３８ページ、第５目農地費、第１９節負

担金、補助及び交付金におきまして、道営足

寄地区農地整備事業負担金といたしまして

１,１９０万円、道営草地畜産基盤整備事業

負担金といたしまして１,６００万円、道営

中足寄地区水利施設等保全高度化事業化負担

金といたしまして１,８７０万円、道営西足

寄地区水利施設等保全高度化事業負担金とい

たしまして２,８８７万５,０００円をそれぞ

れ計上をいたしました。

１４０ページをお願いいたします。

１４０ページ、第７目営農用水道等費、第

１５節工事請負費におきまして、昭和地区簡

易給水施設配水管移設工事といたしまして、

４,５７６万４,０００円を計上をいたしまし

た。

１４４ページをお願いいたします。

１４４ページ、第１０目多面的機能発揮促

進事業費、第１９節負担金、補助及び交付金

におきまして、中山間地域等直接支払交付金

２億５５７万９,０００円、多面的機能支払

交付金４,７１２万９,０００円、環境保全型

農業直接支払交付金１,０１８万９,０００円

をそれぞれ計上をいたしました。

１４６ページをお願いいたします。

１４６ページ、第２項林業費、第１目林業

振興費、第１７節公有財産購入費におきまし

て、森林公有化整備事業に伴う土地購入費と

いたしまして２００万円を計上をいたしまし

た。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、民有林造林事業補助金１,６０６万９,

０００円。

１４９ページ、１４９ページとなります

が、未来につなぐ森づくり推進事業補助金９

５１万６,０００円などを計上をいたしまし

た。

１４８ページ、第３目町有林管理費におき

まして、１５１ページにかけまして森林整備

事業といたしまして、準備地ごしらえ、除間

伐等の手数料など合わせて４,４９５万２,０

００円を計上をいたしました。

１５０ページをお願いをいたします。

１５０ページ、第４目水源林造林事業費に

おきまして、水源林造林事業といたしまし

て、下刈り、除間伐等の手数料など合わせま

して６,７５８万７,０００円を計上をいたし

ました。

第７款商工費、第１項商工費、第１目商工

振興費、第１９節負担金、補助及び交付金に

おきまして、足寄町商工会補助金１,９５２

万円、中小企業特別融資保証料３１６万１,

０００円、産業振興事業補助金４００万円な

どを計上をいたしました。

第２１節貸付金におきまして、中小企業特

別融資貸付金といたしまして１億９,０００

万円を計上をいたしました。

次に、１５２ページをお願いいたします。

１５２ページ、第３目観光費におきまし

て、地域産業活性化事業といたしまして、地

域おこし協力隊の報酬、旅費など合わせて７

２９万４,０００円を計上をいたしました。

次に、１５４ページ。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、１５７ページとなりますが、足寄ふる

さと盆踊り・両国花火大会実行委員会等補助

金５０８万円、足寄観光協会補助金９５０万

円などを計上をいたしております。

次に、１５８ページをお願いします。

１５８ページ、第８款土木費、第１項土木

管理費、第２目地籍調査費におきまして、１

６１ページにかけて地籍測量業務委託料など

地籍調査事業費といたしまして７,９２８万

９,０００円を計上をいたしました。

１６０ページ、第２項道路橋梁費、第１目

道路維持費、第１５節工事請負費におきまし

て、町道舗装補修工事、応急補修工事など、

合わせて４,１７４万７,０００円を計上をい

たしました。

１６２ページをお願いいたします。

１６２ページ、第３目土木車両管理費、第

１８節備品購入費におきまして、貨物トラッ

クといたしまして７２５万４,０００円、除

雪トラックといたしまして４,８９７万円を
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それぞれ計上をいたしました。

第４目臨時地方道整備事業費、第１５節工

事請負費におきまして、南７丁目１号通り整

備工事といたしまて４,４９１万８,０００

円、西町３丁目２号通り整備工事といたしま

して１,５１８万５,０００円。１６５ページ

となりますが、下愛冠１丁目５・６号通り整

備工事といたしまして１,８９９万８,０００

円をそれぞれ計上をいたしました。

次に１６５ページ。

１６５ページ、第１９節負担金、補助及び

交付金におきまして、町道整備工事に伴う配

水管移設工事負担金といたしまして３,８８

４万円を計上をいたしました。

第５目道路新設改良費、第１３節委託料に

おきまして、橋梁長寿命化・修繕調査設計業

務など合わせて７,０７０万９,０００円を計

上をいたしました。

第１５節工事請負費におきまして、道路ス

トック修繕工事など合わせて１億７,３２２

万２,０００円を計上をいたしました。

次に、１７０ページをお願いいたします。

１７０ページ、第４項都市計画費、第４目

公園事業費、第１５節工事請負費におきまし

て、総合体育館改修工事など合わせて１億

４,０００万円を計上をいたしました。

１７４ページをお願いいたします。

１７４ページ、第５項住宅費、第２目住宅

建設費、第１５節工事請負費におきまして、

はるにれ団地新築工事８,８２８万４,０００

円など合わせて１億３１５万８,０００円を

計上をいたしました。

次に１７４ページから１７９ページにかけ

まして、第９款消防費、第１項消防費、第１

目消防費におきまして、常備消防管理経費と

いたしまして、高規格救急自動車購入ほか合

わせて２億７,４０６万３,０００円、非常備

消防管理経費といたしまして、合わせて３,

６４０万８,０００円を計上をいたしまし

た。

次に、１８０ページをお願いいたします。

１８０ページ、第３目災害対策費、第１５

節工事請負費におきまして、防災行政無線施

設更新工事といたしまして２,５７２万円を

計上をいたしました。

１８２ページをお願いいたします。

１８２ページ、第１０款教育費、第１項教

育総務費、第２目事務局費、第１３節委託料

におきまして、足寄町学習塾管理運営業務と

いたしまして３,５３１万３,０００円を計上

をいたしました。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、１８５ページとなりますが、足寄高等

学校振興会補助金８７８万５,０００円、足

寄高等学校通学費等補助金２,６５８万円、

足寄高校生海外研修派遣事業実行委員会補助

金２,５３３万７,０００円などを計上をいた

しました。

１９２ページをお願いいたします。

１９２ページ、第２項小学校費、第３目学

校建設費におきまして、芽登小学校改修事業

といたしまして、工事請負費など合わせて１

億１,９００万８,０００円を計上をいたしま

した。

次に、２００ページをお願いいたします。

２００ページ、第４項社会教育費、第４目

博物館運営費、第１３節委託料におきまし

て、博物館施設管理運営業務といたしまして

４,１４２万円を計上いたしました。

２１８ページをお願いいたします。

２１８ページ、第１２款公債費、第１項公

債費、第１目元金におきまして、長期債償還

元金１１億６,８９０万円を計上いたしまし

た。

第２目利子におきまして、長期債等利子

５,９０６万７,０００円を計上いたしまし

た。

２２０ページをお願いいたします。

２２０ページから２２３ページにかけまし

て、第１３款職員費におきまして、特別職２

名、教育長・一般職１６３名、準職員３名の

給与・賃金等の人件費にかかわる費用全てを

計上させていただきました。

人件費の詳細につきましては、２３２ペー
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ジから２３６ページに科目別内訳を添付して

おりますので、参考にしていただきたいと存

じます。

以上で、歳出を終わりまして、次に歳入に

ついて御説明を申し上げます。

１０ページにお戻りください。

１０ページ、第１款町税におきまして、個

人町民税といたしまして、前年度対比約５.

８％増の３億４,５７４万６,０００円を計上

をいたしました。

法人町民税におきましては、前年度対比約

５.３％増の５,５４４万５,０００円を計上

をいたしました。

固定資産税におきましては、前年度対比約

２.７％増の３億９,６１７万６,０００円を

計上をいたしました。

１２ページ。

１２ページとなりますが、町たばこ税にお

きましては、前年度対比約４.５％減の６,１

６５万７,０００円を計上をいたしました。

その他の町税につきましては、おおむね前

年度当初予算程度を計上をいたしました。

次に、１２ページをお願いいたします。

１２ページ、第２款地方譲与税におきまし

て、自動車重量譲与税９,８９３万８,０００

円、地方揮発油譲与税４,０７３万１,０００

円を計上をいたしました。

１４ページをお願いいたします。

１４ページ、第６款地方消費税交付金にお

きまして１億４,１６４万５,０００円を計上

いたしました。

第７款自動車取得税交付金におきまして、

１,７９９万２,０００円を計上をいたしまし

た。

第８款環境性能割交付金は、国の自動車へ

の課税制度の見直しにより創設されたもので

１,１５２万３,０００円を計上をいたしまし

た。

１６ページをお願いいたします。

１６ページ、第１１款地方交付税の普通地

方交付税におきましては前年度対比約１.６

％減の３７億４,３３４万３,０００円を、特

別地方交付税につきましては前年度対比約

１.１％増の３億８,２４０万６,０００円を

計上をいたしました。

１８ページから２３ページの第１４款使用

料及び手数料につきましては、おおむね前年

度並みの１億５,６２３万１,０００円を計上

をいたしました。

２２ページから３３ページの第１５款国庫

支出金及び第１６款道支出金につきまして

は、事務事業にかかわります補助金、交付金

等を計上をしております。

次に、３４ページをお願いします。

３４ページ、第１８款寄附金におきまし

て、ふるさと納税寄附金といたしまして６,

３００万円を計上をいたしました。

第１９款繰入金、第１項基金繰入金におき

まして、財政調整基金繰入金、公共施設建設

等基金繰入金、ふるさと足寄応援基金繰入

金、子育て安心基金繰入金など合わせて６億

２,５０２万８,０００円を計上をいたしまし

た。

次に、３８ページをお願いいたします。

３８ページ、第２１款諸収入、第５項雑

入、第４目水源林造林事業収入といたしまし

て７,６４３万７,０００円を計上いたしまし

た。

４４ページをお願いいたします。

４４ページ、第２２款町債といたしまして

総額１０億８,２０３万４,０００円を計上い

たしました。

以上で、歳入を終わります。

６ページへお戻りください。

６ページ、第２表で債務負担行為２件、第

３表で地方債４件をお願いをいたしました。

１ページへお戻りください。

１ページ、第４条において、一時借入金の

借り入れの最高額を１５億円と定めるもので

ございます。

以上で、平成３１年度足寄町一般会計予算

の説明を終わります。

次に、特別会計について御説明を申し上げ

ます。
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別冊の特別会計予算書の１ページをお願い

をいたします。

議案第４８号平成３１年度足寄町国民健康

保険事業特別会計予算について、御説明を申

し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

９億９,０８５万５,０００円とするものでご

ざいます。

１６ページをお願いをいたします。

１６ページから２９ページまでの歳出につ

きましては、２０ページにおいて、保険給付

費６億２,１２６万６,０００円、国民健康保

険事業費納付金２億９,５２６万７,０００円

などを計上をいたしました。

８ページへお戻りください。

８ページから１５ページまでの歳入につき

ましては、国民健康保険税２億５,３５８万

３,０００円、道支出金６億７,１３８万円な

どを計上をいたしました。

１ページへお戻りください。

１ページ、第２条において一時借入金の借

り入れ最高額を５,０００万円と定めるもの

でございます。

次に、３１ページをお願いいたします。

３１ページ、議案第４９号平成３１年度足

寄町簡易水道特別会計予算について御説明を

申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

９,５６１万円とするものでございます。

４０ページをお願いいたします。

４０ページから４５ページまでの歳出につ

きましては、職員給与などの人件費及び施設

管理経費並びに水道施設工事費等を計上をい

たしております。

次に、３８ページにお戻りください。

３８ページから歳入につきましては、事業

収入、一般会計繰入金などを計上をいたしま

した。

次に、３４ページをお願いします。

３４ページ、第２表、地方債１件をお願い

いたしております。

次に、５５ページをお願いいたします。

５５ページ、議案第５０号平成３１年度足

寄町公共下水道事業特別会計予算について御

説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

７億１,９７９万１,０００円とするものでご

ざいます。

６６ページをお願いいたします。

６６ページから７３ページの歳出につきま

しては、第１款総務費におきまして処理場管

理経費等を、第２款事務事業費におきまして

職員給与等人件費、下水道管渠新設工事、下

水終末処理場更新事業負担金等を計上をいた

しました。

６２ページへお戻りください。

６２ページから６５ページの歳入につきま

しては、公共下水道使用料、国庫支出金、一

般会計繰入金、町債などを計上をいたしまし

た。

５８ページをお願いいたします。

５８ページ、第２表で債務負担行為２件、

また第３表で地方債１件をお願いいたしまし

た。

次に、８３ページをお願いいたします。

８３ページ、議案第５１号平成３１年度足

寄町介護保険特別会計予算について御説明を

申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

９億４,７７８万５,０００円とするものでご

ざいます。

９６ページをお願いいたします。

９６ページから１１１ページの歳出につき

ましては、総務費、保険給付費、地域支援事

業費などを計上をいたしました。

９０ページへお戻りください。

９０ページから９５ページの歳入につきま

しては、介護保険料、国庫支出金、支払基金

交付金、一般会計繰入金等を計上をいたして

おります。

次に、１１５ページをお願いいたします。

１１５ページ、議案第５２号平成３１年度

足寄町介護サービス事業特別会計予算につい

て御説明を申し上げます。
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歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

３億１,５４７万１,０００円とするものでご

ざいます。

１２８ページをお願いいたします。

１２８ページから１３５ページまでの歳出

につきましては、職員給与等人件費及び施設

の管理運営費等を計上をいたしております。

１２２ページをお願いいたします。

１２２ページから１２７ページまでの歳入

につきましては、サービス事業収入、一般会

計繰入金等を計上をいたしております。

次に、１４５ページをお願いいたします。

１４５ページ、議案第５３号平成３１年度

足寄町後期高齢者医療特別会計予算について

御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１億２,２２２万４,０００円とするものでご

ざいます。

１５６ページをお願いいたします。

１５６ページから１５９ページまでの歳出

につきましては、後期高齢者医療広域連合納

付金等を計上をいたしました。

１５２ページをお願いいたします。

１５２ページから１５５ページまでの歳入

につきましては、後期高齢者医療保険料、保

険基盤安定繰入金等を計上をいたしておりま

す。

次に、１６１ページをお願いいたします。

１６１ページ、議案第５４号平成３１年度

足寄町資源ごみ処理等事業特別会計予算につ

いて御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

９,２３５万５,０００円とするものでござい

ます。

１７０ページをお願いいたします。

１７０ページから１７７ページまでの歳出

につきましては、職員給与等人件費及び施設

の管理運営費等を計上をいたしました。

１６８ページをお願いいたします。

１６８ページ、歳入につきましては、施設

管理負担金、一般会計繰入金等を計上をいた

しました。

次に、企業会計について御説明を申し上げ

ます。

別冊のつづりをお願いをいたします。

議案第５５号平成３１年度足寄町上水道事

業会計予算について御説明を申し上げます。

業務の予定量につきましては、予算書の１

ページに記載のとおりでございます。

収益的収入及び支出の予定額につきまして

は、１億７,３０５万５,０００円とするもの

でございまして、内容は、経常的収入と人件

費及び管理費用でございます。

資本的収入及び支出につきましては、収入

は工事負担金と他会計負担金、支出は建設改

良費と企業債償還金であります。

２ページをお願いをいたします。

一時借入金の限度額といたしまして４,０

００万円をお願いをいたしております。

なお、各科目の予算額等の説明については

省略をさせていただきます。

次に、議案第５６号平成３１年度足寄町国

民健康保険病院事業会計予算につきまして御

説明を申し上げます。

業務の予定量につきましては、予算書の１

ページに記載のとおりでございます。

収益的収入及び支出の予定額につきまして

は、１２億８,１０２万５,０００円とするも

のでございまして、内容につきましては、経

常的収入と人件費及び管理費用等でございま

す。

資本的収入及び支出につきましては、企業

債、一般会計出資金などの収入と、支出は機

械備品購入費、企業債償還金でございます。

２ページをお願いをいたします。

２ページにおきまして、企業債１件、一時

借入金の限度額といたしまして１億円をお願

いをいたしました。

なお、各科目の予算額等の説明については

省略をさせていただきます。

以上で、議案第４７号平成３１年度足寄町

一般会計予算から議案第５６号平成３１年度

足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで一

括提案理由の説明とさせていただきます。
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なお、私のほうから一言つけ加えさせてい

ただきたいのは、冒頭申し上げましたとお

り、今年度は改選期でありまして、骨格予算

の提案ということになります。

先ほども説明したとおり、骨格予算であり

ながら、各基金からの繰り入れ、総額で６億

３,５００万円の繰り入れをしなくてはいけ

ないという、こういう予算編成となっており

ます。

参考までに、この要因の一番の要因は何か

といいますと、私なりに少し分析をさせてい

ただいたところ、平成２５年から平成３０

年、３０年は最終確定でありませんけれど

も、この６年間で町の一番重要な財源であり

ます地方交付税、普通交付税、特別交付税、

それから臨時財源対策債、これ合わせてこの

６年間で８億１,２００万円減っているとい

うことなのです。これが８億円減ってなけれ

ば骨格予算の時点で基金の繰り入れというこ

とは避けられていたということであります。

さらに参考までに申し上げておきますと、

４年前の改選時期、２７年度の当初予算、こ

れも当然骨格予算で予算編成しますけれど

も、このときは当初で約１,４００万円の基

金繰り入れをしてます。それからさらに４年

前、２３年度の当初予算では２,４００万円

の繰り入れということでございます。この

後、選挙をくぐった後、本格予算の提案審議

をいただくということになりますけれども、

さらに基金の取り崩しをしなくてはいけない

状況にあるということをちょっと頭の隅に入

れていただいて、御審議のほどを賜りたいと

いうことを申し上げまして、予算の提案説明

とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

お諮りをいたします。

本件につきましては、議長を除く１１人の

委員で構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託して会期中の休憩中に審査す

ることにしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、本件については、議長を除く１１

人の委員で構成する予算審査特別委員会を設

置し、これに付託して会期中の休憩中に審査

することに決定をいたしました。

ここで、暫時休憩をいたします。

午後 ２時４５分 休憩

午後 ２時５０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 諸般の報告

○議長（吉田敏男君） 諸般の報告を行いま

す。

予算審査特別委員会の正副委員長の互選が

行われ、その結果の報告が議長の手元にまい

りましたので報告をいたします。

委員長に髙橋秀樹君、副委員長に多治見亮

一君、以上のとおりです。

◎ 散会の議決

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。

本日は、これで散会をしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、本日はこれで散会することに決定

をいたしました。

◎ 散会宣告

○議長（吉田敏男君） 本日は、これで散会

をいたします。

次回の会議は、３月１４日午前１０時より

開会をいたします。

午後 ２時５１分 散会


